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2
及
び
3
に
つ
い
て 

1
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
定
住
場
所
が
確
保
さ
れ
ず
、
路
上
、
公
園
、
河
川
沿
い
、
駅
等
で
暮
ら
す
野
宿
生
活
者
、
車
中
生
活
者
、
一
時

収
容
施
設
又
は
安
宿
に
滞
在
す
る
者
（
以
下
「
野
宿
生
活
者
等
」
と
い
う
。
）
の
毎
年
の
総
数
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
全 

 
 

国
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
人
口
密
集
地
域
で
あ
り
、
簡
易
宿
所
が
密
集
す
る
地
域
を
抱
え
て
い
る
こ
と

か
ら
、
全
国
的
に
見
て
も
野
宿
生
活
者
等
の
数
が
多
い
地
域
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
東
京
都
（
特
別
区
の
区
域
に
限
る
。
以

下
同
じ
。
）
、
川
崎
市
、
横
浜
市
、
名
古
屋
市
及
び
大
阪
市
に
つ
い
て
各
地
方
公
共
団
体
に
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ 

 
 

の
地
方
公
共
団
体
で
「
野
宿
生
活
者
」
、
「
屋
外
生
活
者
」
、
「
路
上
生
活
者
」
等
の
異
な
る
名
称
及
び
定
義
並
び
に
方
法 

 
 

 

に
よ
り
調
査
し
た
結
果
で
あ
る
が
、
平
成
十
年
八
月
に
お
い
て
、
東
京
都
で
四
千
三
百
人
、
川
崎
市
で
七
百
四
十
六
人
、
横

浜
市
で
四
百
三
十
九
人
、
名
古
屋
市
で
七
百
五
十
八
人
及
び
大
阪
市
で
八
千
六
百
六
十
人
と
の
報
告
を
得
て
い
る
。 

1
に
つ
い
て
で
述
べ
た
人
数
と
そ
の
前
年
の
調
査
結
果
と
を
比
較
す
る
と
、
大
阪
市
の
調
査
に
つ
い
て
は
調
査
の
対
象
の

区
域
が
異
な
り
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
東
京
都
で
六
百
人
、
川
崎
市
で
三
百
十
八
人
、
横
浜
市
で
六
十
八
人
及
び 

衆
議
院
議
員
鍵
田
節
哉
君
提
出
野
宿
生
活
者
等
へ
の
国
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

 



 

4
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
大
阪
市
に
よ
る
野
宿
生
活
者
等
の
テ
ン
ト
等
の
道
路
か
ら
の
撤
去
に
つ
い
て
は
、
同
市
が
、
道
路
管
理
者
と
し

て
、
野
宿
生
活
者
等
が
当
該
道
路
の
歩
道
部
分
に
テ
ン
ト
等
を
設
置
し
て
起
居
す
る
こ
と
に
よ
り
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
し
て

い
る
等
と
判
断
し
た
上
で
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
六
条
の

規
定
に
基
づ
く
異
議
申
立
て
の
棄
却
並
び
に
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
く
執
行
停
止
申
立
て
の
却
下
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
即
時
抗
告
の
棄
却
を
経
て
実
施
に
至
っ

た
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
当
該
措
置
は
適
法
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。 

野
宿
生
活
者
等
の
増
加
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
主
た
る
原
因
と
し
て
は
近
年

の
景
気
の
悪
化
等
に
よ
る
失
業
者
の
増
加
で
あ
る
が
、
最
近
で
は
、
社
会
生
活
へ
の
不
適
応
、
借
金
に
よ
る
生
活
破
綻た

ん

、
ア

ル
コ
ー
ル
依
存
症
等
の
個
人
的
原
因
に
よ
る
も
の
も
増
加
し
て
い
る
と
の
回
答
が
あ
り
、
様
々
な
要
素
が
複
雑
に
絡
み
合
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
本
人
の
意
に
反
し
て
野
宿
生
活
等
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て

の
主
た
る
原
因
を
一
概
に
答
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

名
古
屋
市
で
百
十
三
人
の
増
加
で
あ
る
。 

二 

 



 

5
に
つ
い
て 

野
宿
生
活
者
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
雇
用
、
福
祉
、
住
宅
等
の
各
分
野
に
わ
た
っ
て
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
連
携
の

下
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
本
年
二
月
十
二
日
に
内
閣
内
政
審
議
室
並
び
に
厚
生
省
、
労

働
省
、
建
設
省
、
自
治
省
及
び
警
察
庁
の
各
省
庁
（
以
下
「
関
係
省
庁
」
と
い
う
。
）
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
構 

 
 

成
す
る
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
連
絡
会
議
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
連
絡
会
議
に
お
い
て
、
そ
の
対
策
に
つ
い
て
検
討
を

行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

野
宿
生
活
者
等
に
関
し
て
は
、
雇
用
の
確
保
、
自
立
に
向
け
て
の
生
活
相
談
、
保
健
医
療
、
居
住
場
所
の
確
保
、
地
域
住

民
の
安
全
確
保
等
多
岐
に
わ
た
る
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
連
携
を
図
り
つ
つ
野
宿
生
活
者
等

に
関
す
る
問
題
に
総
合
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
ホ
ー
ム
レ
ス
問

題
連
絡
会
議
を
内
閣
内
政
審
議
室
の
協
力
の
下
、
厚
生
省
及
び
労
働
省
を
中
心
に
開
催
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

お
尋
ね
の
野
宿
生
活
者
等
へ
の
対
応
の
た
め
の
予
算
額
に
つ
い
て
は
、
野
宿
生
活
者
等
の
み
を
対
象
と
し
た
特
別
対
策
は

講
じ
て
い
な
い
が
、
野
宿
生
活
者
等
に
特
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
施
策
に
つ
い
て
の
平
成
十
年
度
の
第
三
次
補
正
後
の

予
算
額
は
、
い
ず
れ
も
野
宿
生
活
者
等
に
係
る
内
訳
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
厚
生
省
関
係
で
は
、
生
活
保
護
費
負 

三 

 



 

7
に
つ
い
て 

6
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
野
宿
生
活
者
等
を
含
め
、
生
活
に
困
窮
す
る
者
の
居
住
場
所
に
関
す
る
対
策
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
更
生
施
設
、
宿
所
提
供

施
設
等
へ
の
入
所
の
対
応
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
法
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ 

 

り
、
要
保
護
者
の
就
労
能
力
の
活
用
等
が
要
件
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
扶
養
義
務
者
の
扶
養
及
び
他
の
施
策
の
適
用
が
す
べ

て
同
法
に
よ
る
保
護
に
優
先
す
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
野
宿
生
活
者
等
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た

さ
な
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
保
護
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
急
迫
し
た
状
況
に
あ
る
場
合
に
は
、
保
護
の
条
件 

御
指
摘
の
野
宿
生
活
者
等
に
対
す
る
食
料
支
援
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
地
方
公
共
団
体
の
独
自
の
施
策
と
し
て
、
野
宿
生

活
者
等
に
緊
急
に
直
接
食
料
を
提
供
す
る
等
の
施
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
政
府
に
お
い
て
野
宿
生
活

者
等
に
対
し
て
直
接
食
料
を
提
供
す
る
こ
と
は
行
っ
て
い
な
い
。 

担
金
一
兆
二
千
八
百
八
十
四
億
四
千
三
百
二
十
二
万
二
千
円
で
あ
り
、
労
働
省
関
係
で
は
、
緊
急
日
雇
労
働
者
多
数
雇
用
奨

励
金
二
億
二
千
二
百
二
十
九
万
六
千
円
及
び
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
二
百
八
十
七
億
四
千
七
百
八
十
万
円
で
あ
る
。 

四 

 



 

9
に
つ
い
て 

8
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
野
宿
生
活
者
等
に
対
す
る
政
府
と
し
て
の
雇
用
創
出
に
つ
い
て
は
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百

十
六
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
雇
用
安
定
事
業
に
お
け
る
本
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
十
五
か
月
間
の
暫
定
措
置
と
し
て
、
日
雇
労
働
者
を
常
用
労
働
者
の
十
分
の
一
を
超
え
て
雇
い
入
れ
る
事

業
主
に
対
し
て
そ
の
雇
入
れ
人
数
に
応
じ
て
一
定
額
を
支
給
す
る
緊
急
日
雇
労
働
者
多
数
雇
用
奨
励
金
制
度
を
平
成
十
年
度

特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
2
号
）
に
お
い
て
創
設
す
る
と
と
も
に
、
公
共
職
業
安
定
所
に
配
置
し
て
い
る
求
人
開
拓
推
進

員
に
つ
い
て
本
年
一
月
か
ら
新
た
に
配
置
す
る
も
の
の
一
部
を
主
と
し
て
日
雇
労
働
者
及
び
建
設
業
関
係
を
取
り
扱
う
日
雇

労
働
者
等
求
人
開
拓
推
進
員
と
し
て
活
用
し
、
日
雇
労
働
者
の
雇
用
状
況
の
改
善
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

の
調
査
の
結
果
を
待
た
ず
に
、
施
設
へ
の
入
所
の
対
応
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ま
た
、
生
活
保
護
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
同
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
扶
助
に
つ
い
て
は
、
7
に
つ
い
て
で

述
べ
た
と
お
り
、
原
則
と
し
て
、
生
活
保
護
を
受
け
る
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
急
迫
し
た
状
況
に 

野
宿
生
活
者
等
の
医
療
保
険
へ
の
加
入
状
況
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。 

五 

 



 

10
に
つ
い
て 

こ
の
ほ
か
、
野
宿
生
活
者
等
に
対
す
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
医
療
機
関
に
よ
る
社
会
福
祉
事
業
と
し

て
の
無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
の
診
療
並
び
に
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
各
種
の
健
康
診
断
、
保
健
所
と
福
祉
事
業
所
等
が

連
携
し
て
行
う
保
健
婦
の
面
接
相
談
及
び
保
健
指
導
等
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
施
策
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
公
職
選
挙
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
者
は
、
投
票
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
、
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
は
引
き
続
き
三
箇
月
以
上

市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
住
所
を
有
し
な
い
野
宿
生
活

者
等
は
、
衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
投
票
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
、
日
本
国
民
た
る
年
齢
満
二
十
年
以
上
の
者
で

引
き
続
き
三
箇
月
以
上
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の

選
挙
権
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
住
所
を
有
し
な
い
野
宿
生
活
者
等
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長

の
選
挙
権
を
有
し
な
い
。 

あ
る
と
き
は
、
保
護
の
条
件
の
調
査
の
結
果
を
待
た
ず
に
、
医
療
扶
助
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六 

 



 

12
に
つ
い
て 

11
に
つ
い
て 

し
た
が
っ
て
、
野
宿
生
活
者
等
が
選
挙
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
住
所
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
選
挙
権
の

行
使
の
確
保
と
の
関
係
で
住
所
に
関
す
る
特
段
の
措
置
を
講
じ
た
こ
と
は
な
い
。 

御
指
摘
の
連
絡
協
議
会
は
、
大
阪
市
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
あ
い
り
ん
地
区
に
関
し
、
大
阪
市
、
大
阪
府
の
取
組
を
踏
ま
え

つ
つ
、
今
後
の
あ
い
り
ん
対
策
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
情
報
及
び
意
見
の
交
換
を
行
う
こ
と
を
目
的
と 

 

し
、
労
働
省
、
厚
生
省
、
建
設
省
及
び
自
治
省
の
四
省
の
関
係
課
長
等
を
構
成
員
と
し
て
設
置
し
た
あ
い
り
ん
対
策
等
連
絡

協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
。
協
議
会
は
、
平
成
十
年
十
月
十
四
日
に
第
一
回
会
合
を
開
催
し
、
同
年 

 
 

 

十
二
月
十
一
日
に
、
協
議
会
の
構
成
員
が
あ
い
り
ん
地
区
の
視
察
を
行
う
と
と
も
に
、
大
阪
市
、
大
阪
府
等
の
関
係
者
と
情

報
及
び
意
見
の
交
換
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
必
要
に
応
じ
て
開
催
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

昨
今
の
野
宿
生
活
者
等
の
増
加
を
踏
ま
え
、
現
行
の
諸
施
策
を
よ
り
効
果
的
に
実
施
す
る
観
点
か
ら
、
平
成
十
年
十
二
月

九
日
に
、
厚
生
省
、
労
働
省
、
建
設
省
、
自
治
省
及
び
警
察
庁
の
各
省
庁
が
合
同
で
、
東
京
都
、
川
崎
市
、
横
浜
市
、
名
古

屋
市
及
び
大
阪
市
か
ら
野
宿
生
活
者
等
の
問
題
の
現
状
及
び
要
望
に
つ
い
て
聴
取
し
た
結
果
、
こ
の
問
題
へ
の
取
組
を
一
層 

七 
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に
つ
い
て 

今
後
、
同
連
絡
会
議
に
お
い
て
、
関
係
者
か
ら
の
意
見
聴
取
も
行
い
つ
つ
、
具
体
的
な
課
題
に
つ
い
て
整
理
を
行
い
、
直

ち
に
対
応
で
き
る
も
の
は
速
や
か
に
実
行
に
移
し
て
い
く
と
と
も
に
、
更
に
検
討
を
要
す
る
課
題
に
つ
い
て
も
、
遅
く
と
も

夏
ま
で
に
は
、
そ
の
対
応
策
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

推
進
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
連
絡
会
議
を
設
置
し
、
具
体
的
な
対
策
に
つ
い
て
検
討
を
開
始
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。 

野
宿
生
活
者
等
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
は
、
雇
用
、
福
祉
、
住
宅
等
各
分
野
に
わ
た
る
総
合
的
な
対
策
が
必
要
で
あ 

 

り
、
今
後
更
に
関
係
省
庁
が
所
管
し
て
い
る
施
策
の
連
携
を
強
化
し
、
効
果
的
な
推
進
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
が
、
こ
の
た
め
に
必
ず
し
も
特
別
法
の
制
定
が
必
要
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
な
お
、
支
援
方
策
等
の
具
体

的
な
施
策
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
連
絡
会
議
に
お
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

ま
た
、
御
指
摘
の
野
宿
生
活
者
等
に
特
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
施
策
に
関
す
る
根
拠
法
及
び
該
当
す
る
条
文
と
し
て

は
、
雇
入
れ
の
促
進
等
の
雇
用
の
安
定
に
つ
い
て
は
、
雇
用
保
険
法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
第
四 

 

号
、
福
祉
に
関
す
る
相
談
及
び
保
護
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護
法
第
十
二
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
四
条
及
び 

八 
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第
二
十
五
条
、
医
療
の
提
供
及
び
健
康
診
断
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
五
条
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
、
伝
染
病
予

防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六

号
）
第
五
条
、
で
い
酔
や
病
人
等
で
応
急
の
救
護
を
要
す
る
場
合
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
警
察
官
職
務
執
行
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
等
が
あ
る
。 


